
無戸籍者問題の解消のための
法務省の取組

法務省民事局

民法（親子法制）部会 参考資料６



平成１９年５月 「婚姻の解消時に懐胎していない」という旨の医師の証明書が出生届書に添付さ
れていれば，前夫の嫡出推定を受けないものとして出生届を受理することができる
旨の法務省民事局長通達発出（平成１９年５月７日付け法務省民一第１００７号）

平成２６年７月 無戸籍者に関する情報の把握及び支援について法務省民事局長通達発出（平成２
６年７月３１日付け法務省民一第８１７号ほか）

※ 主な内容
① 市区町村の業務の過程で無戸籍者の存在を把握した場合には，法務局への相談を
促し，併せて，法務局において無戸籍者の情報を集約すること。

② 法務局において戸籍に記載されるための手続を案内すること。
③ 無戸籍であっても，婚姻の届出を受理できる場合があること等を周知すること。

平成２７年５月 無戸籍者ゼロタスクフォース発足（以降，８回開催）

平成２９年１１月 各地域において，法務局が中心となって地方協議会設置を開始
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無戸籍者問題をめぐるこれまでの主な経緯
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※ ②・③は，いずれを
選択することも可。

例外②
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無戸籍者の累計

解消者の累計

無戸籍者の把握・解消の状況

令和元年６月１０日現在（平成２６年９月１０日からの累計）
把握した無戸籍者の累計 ２，４０７人
解消された人数 １，５７７人
無戸籍者の人数 ８３０人（うち成年者１５５人）

1,577人

2,407人

3



①親子関係不

存在確認の裁

判, 474

②強制認知の

裁判, 471

③嫡出否認の

裁判, 224

④出生届

（①～③以

外）, 235

⑤就籍届, 66

⑥その他, 107

無戸籍問題の状況（令和元年６月１０日現在）
※①から③までは，同日現在で無戸籍である者についての状況である。

③ 戸籍に記載されていない理由 ④ 戸籍記載の端緒

（前）夫の嫡出

推定を避けるた

め, 649

記憶喪失，本籍が

認識できない, 53

不明，その

他, 128

① 年齢分布

～４歳, 411

５～９歳, 
133

１０～１４歳, 
104

１５～１９歳, 
22

２０～３０歳, 
21 ３１歳～, 

134

不明, 5

② 母の婚姻の状態 ※無戸籍の子ごとに計上したもの。
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婚姻中に出産

（現に婚姻継続

中）, 115

婚姻中に出産

（その後婚姻解

消）, 94
離婚後３００日

以内に出産, 
461

不明, 160



３ 関係機関間の連携＝情報や・知見の共有・手続支援の連携

１ 情報の収集強化＝市区町村その他の機関で入手した情報を法務省に集約

２ 丁寧な案内＝市区町村・法務局の職員が当事者に寄り添って案内や手続支援

【最近の取組】
○ 把握の対象を「満１歳以上」から「出生後３か月経過」に拡大（平成３０年１０月）
○ 情報把握の一つの契機とするため，出生の届出に係る悩みを抱える方への手続支援情報を盛り込ん
だ出生届書の様式改正（平成３１年１月から施行）

○ 子どもが生まれる前からの母親へのアプローチとして，産婦人科医や母子手帳交付窓口用の妊婦向
け啓発リーフレットの作成・配布（平成３１年３月配布）

【最近の取組】
○ 「無戸籍の方の戸籍をつくるための手引書」の配布（平成３０年３月作成，平成３１年３月改訂）
○ 当事者への説明方法，対応場所等を示した職員向け窓口対応ガイドライン配布（平成３１年２月）

【最近の取組】
○ 無戸籍者ゼロタスクフォースを開催し，関係機関間の連携強化（平成３１年３月開催（第８回））
○ 各地域での地方協議会の設置・開催（全法務局・地方法務局で開催）
○ 各地域において，児童相談所，教育委員会等に対して，地方協議会への参加要請や情報提供依頼
（平成３１年２月，各法務局・地方法務局に指示）

無戸籍者の解消に向けた取組
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